
改めて考えたい、（障がいがある人の）

権利ってなに？権利擁護ってなに？ 
主催 高松圏域自立支援協議会（基幹相談支援センター準備研修） 

高松市では来年度から、より充実した相談支援体制を構築するために「基幹相談支援セ

ンター」を創設します。「準備研修」を進める中で、改めて障害をもつ方の権利を擁護

するということはどういうことなのか、支援に携わる私たちが大事にすべきことは何な

のかを考えようと、公開講座として今回の研修を企画しました。市町虐待防止センター

や差別解消法地域協議会と基幹センターや自立支援協議会が上手く連携していくための

ヒントも得られるかもしれません。                       

興味、関心があるみなさまのご参加をお待ちしています。 

 

講師/又村あおい氏 
平成7年神奈川県平塚市役所に入職。 
平成11年から18年まで障害福祉課（障害

者福祉計画、支援費制度・自立支援法の施行担
当、障がい児支援全般）に在籍。 
神奈川県庁（総合政策課）への出向を経て、

企画政策課政策を担当（特命担当）。 
平成26年度に内閣府（障害者施策担当・障

害者制度改革担当室）へ出向。 
現在平塚市福祉総務課地域福祉担当。 
全国手をつなぐ育成会連合会の政策センター

委員、(社)日本発達障害福祉連盟の『ＪＬニュー
ス』編集長、「発達障害白書」編集委員、厚生
労働科学研究費補助金研究「小児在宅医療の推
進に関する研究」構成員、国立成育医療研究セ
ンター研修講師、内閣府の障害者差別解消支援
地域協議会の設置促進に関する検討会委員、障
害者差別解消法アドバイザー等歴任されていま
す。 

 日時/平成 29年 12月 24日(日) 

開会/10：10 

講演/10：10～12：10 

質疑応答/12：10～12：40 

閉会/12：45 

場所/香川県社会福祉総合センター7F第 1中会議室 

（香川県高松市番町 1-10-35） 

対象/基幹相談支援センター設置準備事業実施計画書登

録の相談員および委託相談支援事業に携わる相談員、香

川県内の相談支援事業職員および行政職員、または相談

支援事業に関心のある方 

参加費/無料  

定員/84名  

申込み締切/12月 15日（金） 

申込み・お問い合わせ先/ 

障害者生活支援センターたかまつ担当：多田 

電話：087-815-0330 FAX：087-867-0420 
mail：shogai-shien@mx81.tiki.ne.jp 

※裏面用紙に必要項目を記載の上、メールか FAX で
お申込み下さい。 

※申込み多数の場合、１機関から複数参加の機関に調
整をお願いすることがあります。 

mailto:shogai-shien@mx81.tiki.ne.jp
http://2.bp.blogspot.com/-lxg0cJKcjls/VpjCc9IsR3I/AAAAAAAA3Ag/2jhFOL0scH4/s800/group_people.png


 

12 月 24 日（日）講演会 

改めて考えたい、（障がいがある人の） 

権利ってなに？権利擁護ってなに？ 

申込書 

 

下記の必要事項を記入して，メールか FAX で「障害者生活支援センター

たかまつ 担当：多田」までお送りください。 

FAX の際の送信票等は不要です。 

FAX：（087）867-0420  mail：shogaishien@mx81.tiki.ne.jp 

 

申し込み締切：平成 29 年 12 月 15 日(金) 

 

所属機関名 

 

 

お電話番号  （                    ） 

職名 氏名 

  

  

  

香川県社会福祉総合センター 


